
別添2－1

○国家公務員法等の一部を改正する法律（平成19年法律第108号）による改正後

の国家公務員法の規定

（人事管理の原則）

第二十七条の二 職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次及び

合格した採用試験の種類にとらわれてはならず、第五十八条第三項に規定する場合を

除くほか、人事評価に基づいて適切に行われなければならない。

※ 人事評価：任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務

を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる

勤務成績の評価（改正国家公務員法第 18 条の２）

（任免の根本基準）

第三十三条 職員の任用は、この法律の定めるところにより、その者の受験成績、人事

評価又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない。

２～３ （略）

（昇任、降任及び転任）

第五十八条 職員の昇任及び転任は、任命権者が、職員の人事評価に基づき、任命しよ

うとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該

任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとす

る。

２ 任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価に基づき、任命しよ

うとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該

任命しようとする官職についての適性を有すると認められる官職に任命するものとす

る。

３ 国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、人事評価が行われて

いない職員の昇任、降任及び転任については、前二項の規定にかかわらず、任命権者
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が、人事評価以外の能力の実証に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段

階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての

適性を判断して行うことができる。

（人事評価の根本基準）

第七十条の二 職員の人事評価は、公正に行われなければならない。

（人事評価の実施）

第七十条の三 職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に人事評価を行わな

ければならない。

２ 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、人事院

の意見を聴いて、政令で定める。

（人事評価に基づく措置）

第七十条の四 所轄庁の長は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなけれ

ればならない。

２ 内閣総理大臣は、勤務成績の優秀な者に対する表彰に関する事項及び成績の著しく

不良な者に対する矯正方法に関する事項を立案し、これについて、適当な措置を講じ

なければならない。

(本人の意に反する降任及び免職の場合)

第七十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則

の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

二～四 （略）

※ 公布の日（平成 19 年７月６日）から起算して 2 年を超えない範囲内において政令

で定める日から施行
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